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▼
送
付
対
象
者

　
　

歳
に
な
ら
れ
た
方
で
、
次
の

５８
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方

①
昭
和　

年
１
月
２
日
以
降
生
ま

２１

れ
の
方

②
国
民
年
金
お
よ
び
厚
生
年
金
保

険（
船
員
保
険
含
む
）に
加
入
し

て
い
る（
し
た
こ
と
が
あ
る
）方

③
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
が
管

理
し
て
い
る
国
民
年
金
、
厚
生

年
金
保
険（
船
員
保
険
含
む
）お

よ
び
共
済
組
合
等
に
係
る
年
金

加
入
記
録
を
も
と
に
受
給
資
格

（
期
間
要
件
）の
確
認
を
行
っ
た

結
果
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

資
格
を
満
た
し
て
い
る
方

※
注
意　

た
だ
し
次
の
方
は
お
知

ら
せ
の
対
象
と
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

受
給
資
格
を
満
た
す
た
め
の

必
要
な
加
入
期
間
の
う
ち
、
昭

和　

年
３
月
以
前
の
厚
生
年
金

６１
保
険
や
共
済
組
合
等
の
加
入
者

の
配
偶
者
で
、
国
民
年
金
に
任

意
加
入
し
な
か
っ
た
期
間
、
ま

た
は
学
生
や
海
外
在
住
者
で
国

民
年
金
に
任
意
加
入
し
な
か
っ

た
期
間
を
含
め
な
い
と
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
資
格
を
満
た
さ

な
い
方

▼
送
付
時
期

　
　

歳
到
達
月
の
翌
々
月

５８
▼
お
知
ら
せ
の
ポ
イ
ン
ト

①
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険　

（
船
員
保
険
含
む
）の
加
入
記
録

が
確
認
で
き
ま
す
。

②
年
金
加
入
記
録
に
訂
正
等
の
必

要
が
あ
る
場
合
は
、「
年
金
加
入

記
録
照
会
票
」
に
記
入
し
、「
年

金
加
入
記
録
照
会
票
・
確
認
ハ

ガ
キ
」
を
返
送
く
だ
さ
い
。

　
（
加
入
記
録
の
調
査
・
確
認
後
、

「
年
金
加
入
記
録
の
お
知
ら

せ
」
が
再
度
届
き
ま
す
）

③
年
金
加
入
記
録
に
訂
正
等
が
な

い
場
合
は
、「
確
認
ハ
ガ
キ
」

を
返
送
く
だ
さ
い
。（
年
金
見
込

額
を
希
望
さ
れ
る
方
に
、
「
年

金
見
込
額
の
お
知
ら
せ
」
が
届

き
ま
す
）

▼
お
知
ら
せ
の
手
順

　

下
記
の
と
お
り

▽
問
合
せ

　

社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー

　

専
用
照
会
電
話
番
号

●
年
金
加
入
記
録
の
お
知
ら
せ　

　

�
０
４
２
２－

７
０－
０
０
７
７

●
年
金
見
込
額
の
お
知
ら
せ　
　

　

�
０
４
２
２－

７
０－

０
０
８
８

　
（
平
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後

　

５
時
ま
で
の
間
に
利
用
く
だ
さ

　

い
）

年
金
受
給
が
近
づ
い
た
方
へ

社
会
保
険
庁（
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
）か
ら

次
の
書
類
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ 

■お知らせの手順 

社
会
保
険
庁（
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
） 

対象者（58歳） 

訂正がある場合 

訂正がない場合 

年金加入記録のお知らせ 
　年金加入記録照会票 
　　　確認ハガキ 

　年金加入記録照会票 

　　　確認ハガキ 

年金見込額のお知らせ 

58歳になった翌々月に「年金加入記録のお知ら 
せ」、「年金加入記録照会票・確認ハガキ」が本 
人宛に届きます。 

年金加入記録に訂正等がない場合 
「確認ハガキ」を切り離し返送してください。 
【年金見込額を希望される方には、後日「年金見 
込額のお知らせ」が届きます】 

　年金加入記録に訂正等の必要がある場合 
「年金加入記録照会票」に記入し、「年金加入記 
録照会票・確認ハガキ」を返送してください。 
【社会保険業務センターで調査を行い、その結果 
が「年金加入記録のお知らせ」で再度、届きます】 

「
年
金
加
入
記
録
の
お
知

ら
せ
」・「
年
金
加
入
記
録

照
会
票
・
確
認
ハ
ガ
キ
」
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▼
送
付
対
象
者

①　

歳
到
達
月
の
３
カ
月
前
の
送

６０付
は
昭
和　

年
１
月
２
日
以
降

２１

に
生
ま
れ
た
方

②　

歳
到
達
月
の
３
カ
月
前
の
送

６５付
は
昭
和　

年
１
月
２
日
以
降

１６

に
生
ま
れ
た
方

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
が
確

認
で
き
た
方

　

年
金
加
入
記
録
が
印
字
さ
れ
た

「
裁
定
請
求
書
」
が
、
年
金
受
給

開
始
年
齢（　

歳
ま
た
は　

歳
）到

６０

６５

達
月
の
３
カ
月
前
に
届
き
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
が
確

認
で
き
な
い
方
・　

歳
後
に
受
給

６０

権
が
発
生
の
方

　

裁
定
請
求
の
手
続
き
な
ど
を
説

明
し
た「
裁
定
請
求
の
案
内（
シ
ー

ラ
ー
ハ
ガ
キ
）」が　

歳
到
達
月
の

６０

３
カ
月
前
に
届
き
ま
す
。

■
裁
定
請
求
書
の
提
出

　
　

歳
・　

歳
で
請
求
さ
れ
る
方

６０

６５

は
、
誕
生
日
の
前
日
を
迎
え
て
か

ら
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

　

請
求
に
必
要
な
戸
籍
・
住
民
票

等
は
、
裁
定
請
求
書
を
提
出
す
る

と
き
に
発
行
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

※
誕
生
日
の
前
日
よ
り
早
く
請
求

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

注
意
く
だ
さ
い
。

■
年
金
の
受
給

　

裁
定
請
求
書
を
提
出
し
た
１
〜

２
カ
月
後
に
「
年
金
証
書
・
年
金

裁
定
通
知
書
」
が
届
き
ま
す
。

　

「
年
金
の
お
支
払
の
ご
案
内
」

（
年
金
振
込
通
知
書
ま
た
は
年
金

送
金
通
知
書
）
が
届
い
て
、
年
金

の
受
取
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

▽
問
合
せ　

兵
庫
社
会
保
険
事
務

　

局
豊
岡
事
務
所

　

�　

－

３
０
３
９

２９

　

市
民
課
市
民
係
ま
た
は
各
総
合

　

支
所
市
民
生
活
課

「
老
齢
基
礎
年
金
の

　
　
　
　
　

裁
定
請
求
書
」

○
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
保
険
証

の
有
効
期
限
は
、　

月　

日

１１

３０

（
水
）ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
新
し
い
保
険
証
は
、　

月
下
旬

１１

に
国
保
加
入
世
帯
へ
配
達
記
録

郵
便
で
お
届
け
し
ま
す
。
不
在

の
と
き
は
、
郵
便
局
の
保
管
と

な
り
、
郵
便
局
で
受
け
取
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、
注
意
く
だ
さ
い
。　

月
１

１２

日（
木
）ま
で
に
手
元
に
届
か
な

い
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

﹇
注
意
﹈
国
保
税
を
滞
納
し
て
い

る
方
は
、
窓
口
交
付
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

○
新
し
い
保
険
証
は
、　

月
１
日

１２

（
木
）か
ら
使
用
く
だ
さ
い
。　

　
（
現
在
、手
元
に
あ
る
保
険
証

は
、
平
成　

年　

月　

日
ま
で

１７

１１

３０

使
用
い
た
だ
け
ま
す
）　

月
１

１２

日
以
降
、
病
院
等
の
医
療
機
関

で
診
察
を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
、

必
ず
新
し
い
保
険
証
を
提
示
く

だ
さ
い
。
有
効
期
限
の
切
れ
た

保
険
証
で
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

○
社
会
保
険
等
に
加
入
し
て
い
る

家
族
が
記
載
さ
れ
て
い
る
、
ま

た
は
、
ほ
か
の
市
町
村
に
転
出

し
た
人
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
保
険
証
・
印
鑑
・
そ
の

他
の
必
要
な
書
類
を
持
参
し
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

市
民
課
国
保
医
療
係

ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
生
活

課

　

月
１
日
か
ら
新
し
い
保
険
証
に
切
り
替
わ
り
ま
す

１２■被保険者証 

▼国民健康保険 
　被保険者証 
　（若竹色） 

▲国民健康保険 
　退職被保険者証 
　（白茶色） 


